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　秋も暮れて冷気も深まる今日この頃、皆様お元気でお
過ごしでしょうか。11月の研修医だよりを担当させてい
ただきます浜田医療センター研修医2年中村光佑と申し
ます。宜しくお願い申し上げます。
　はじめに自己紹介ですが、私は親の実家である山口県
防府市に生まれたのち、父の仕事の関係で2歳頃に東京
都世田谷区へ移動し、高校卒業まで東京で過ごしました。
その後縁あって、はるばる島根の地に赴き、出雲市の島
根大学医学部を6年間学び舎とし、2017年4月より島根
県西部の浜田医療センターで初期研修医として勤めさせ
ていただいております。異色の経路ではありますが、島
根県の穏やかな雰囲気に心惹かれ、島根県にて研修のス
タートを切りました。大学にて浜田医療センターの勢い
を耳にし、この病院で実力をつけたいという一心で研修
の地と決めました。研修だけでなく、凛凛とした山々、
少し足を伸ばせばみえる青々とした海などの自然に囲ま
れた環境、食事、文化に魅了されながら、日々浜田にお
ける充実した生活を送っております。
　初期研修が始まってから今までのことを振り返ると、
たくさんの患者さん、スタッフの方々と関わらせていた
だいた1年半であったと実感しております。優しい人柄
の方ばかりで、支えてもらいながら自分の望む研修で経
験を積ませていただいております。日々忙しい指導医の
先生方にはともに患者さんを診察しながら基本的なこと
から専門的なことまで懇切丁寧に指導していただきまし
た。その知識は今後医師としての礎となると確信してお
ります。病院のスタッフの方々とは、患者さんにとって

何が一番よいか常日頃考え、医師としての心構えを会得
することができたと考えております。また、浜田医療セ
ンターにはモチベーションの高い先輩、同期、後輩の研
修医がいるという恵まれた環境であり、日々熱い議論を
交わしながら高め合っております。
　直近の話ではありますが、6月はあさひ診療所、7、8
月の2ヶ月は東京立川市の災害医療センターの救急救命
科で研鑽を積んでまいりました。忙しい職場ではありま
したが、得ることの多い２ヶ月となり、同期の研修医と
切磋琢磨する中で改めてさらに実力をつけていかなけれ
ばならないことを再確認し、自分の未熟さを実感すると
ともに身の引き締まる思いがありました。僭越ながら、
習得した知識、技術を同期、後輩に伝えることで浜田医
療センターの医療の質の向上に貢献できればと考えてお
ります。

　最後になりますが、拙い文章にお付き合いいただきあ
りがとうございました。今後ともここ島根県で勤めてい
く所存でございます。より一層努力するとともに、周囲
と十分にコミュニケーションをとって、少しずつ自身が
関わることのできる状況を増やして島根県の医療に貢献
していきたいと考えております。日に日に寒さがつのっ
てまいります。お身体を大切に、皆様のご活躍をお祈り
申し上げます。
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　集中ケア認定看護師とは、集中治療領域において重症
かつ集中治療を必要とする患者・家族への看護を行いま
す。現在、救命救急センターで勤務をしながら院内・院外
を通して様々な活動を行っています。また、昨年度特定
行為研修を修了し臨床場面において医師と連携しながら
よりタイムリーな看護実践に繋げています。今回は活動
の一部を紹介します。

院内急変対策チームの活動
　病棟の患者さんは急変する前に、意識や呼吸の異常な
どその予兆が早期から現れます。また一旦急変すると全
身状態の改善は難しくなるため、異常の早期発見が大切
になります。現在、医師・診療看護師・集中ケア認定看護
師・救急看護認定看護師で週１回各病棟をラウンドし、
異常の早期発見や治療・看護ケアに対するアドバイスを
行っています。ラウンドを行う中で、呼吸回数の変化や
酸素化の変化、意識の変容、循環動態に関する患者さん
への介入や相談が多く、必要時にはチームとして担当医
と連携を行いながら治療に介入します。

　また、急変時の対応訓練を企画・運営し、院内で患者さ
んの状態が変化した際にスタッフが適切に対応できるよ
うに育成にも力をいれています。特に急変事例が発生し
た際には、病棟カンファレンスを開催し、急変の予兆や
対応の振り返りなど病棟看護師と話し合うことを大切に
しています。症例を振り返ることで、情報が整理でき気
づきや学びが深まり、同時にシミュレーションを通して
看護師1人1人の対応スキルの上達につなげることが出
来ます。日々の実践につなげられるように、今後も病棟
看護師と振り返りを継続します。

特定行為研修修了後の臨床実践
　現在、2025年に向けて在宅医療等の推進を図ってい
くために、医師又は歯科医師の判断を待たずに手順書に
より一定の診療の補助を行う看護師を養成・確保してい
くために特定行為研修があります。私は昨年度特定行為
研修を受講し、6区分15行為の研修を修了しました。特
定行為の中には、人工呼吸器の調整や投与中の薬剤の調

整があります。臨床場面において救命救急センターでの
実践のほかに、呼吸サポートチームや院内急変対策チー
ムなどのチーム活動の中でも特定行為を用いた介入を
行っています。以前は医師が診療や検査などで対応でき
ないことで患者さんを待たせてしまい、苦痛や不安を増
強させることもありました。しかし、特定行為を用いた
実践を行うことで、医師が対応できない場合でもタイム
リーな援助を行うことができ、患者さんの苦痛が軽減で
きると感じています。

　今後も患者さんの負担軽減やQOLの改善のために医
師と連携を取りながらよりタイムリーな介入を目指して
特定行為を用いた実践をしていきたいと思います。
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